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抄録：平成28年度より、地域生活支援事業実施要綱が改正され、市町村地域生活支援事業の必須事業としての意思疎
通支援事業の対象者が拡大されたが、実施状況は不明である。そこで全国の全ての基礎自治体に対して、意思疎通支
援事業等の実施状況を照会し、850件（48.8％）より回答を得た。従来からの事業においても、指定都市を含む市部
での実施状況は高いが、町村部では未実施の場合もあることが確認できた。また、新規事業に関しては、実施はごく
一部に限られていた。しかしながら、失語症向け意思疎通支援に関しては、町村部の実施割合が高くなっていた。他
方、人材養成・派遣が進まない背景には、人材不足も原因という意見もあり、地域の実情に応じた都道府県を中心と
した広域支援・連携や、カリキュラムでの段階的な支援者養成が必要であるほか、遠隔地では実情に応じて、ICT機
器の活用を含めた人的支援と物的支援の補完関係の構築も今後の課題となる。
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1．研究背景

本邦の障害者福祉に関する施策は障害者の生活を総合
的に支援する法律（通称：障害者総合支援法）に基づい
て実施され、コミュニケーション支援に関係する施策に
は、地域生活支援事業等において意思疎通の基本となる
物的支援の日常生活用具給付事業や、人的支援の意思疎
通支援事業がある。
日常生活用具給付事業は、2006（平成18）年10月の障
害者自立支援法（現、障害者総合支援法）の二次施行時
より、同事業と補装具費支給制度との間で対象種目の整
理が行われ、事業主体である市町村の判断で新しいコ
ミュニケーション機器や、地域の実情に即した適切な品
目や基準額等での給付も可能になっている 1 )。他方、補
装具は、2018（平成30）年度より、省令で定める場合で、
告示に定められた種目等については従来の購入に加えて
借受けに要する費用の支給という選択が可能になっ
た 2 )。
また、意思疎通支援事業は、コミュニケーション支援
事業が前身であり、2016（平成28）年度より拡充・名称
変更されたものである。旧のコミュニケーション支援事
業では、手話通訳あるいは点訳・音訳を行う者の派遣又
は養成のように、対象者が聴覚障害者や視覚障害者に限
定されることも多くあった。しかし、改正された地域生

活支援事業実施要綱（平成28年 3 月30日）において、市
町村の必須事業としての意思疎通支援事業において、「失
語症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、重
度の身体障害のある者が、意思疎通支援者の養成・派遣
に関する事業の対象であることが明確化」がされ、これ
まで明確になっていなかった聴覚障害者や視覚障害者以
外の障害者も、同事業の対象者であり、各自治体には支
援の提供が求められることになった。この背景には、
2015（平成27）年12月の社会保障審議会障害者部会にお
ける、施行 3年後の見直しの報告書の指摘も踏まえたも
のといえる 7 )。
また、2016（平成28）年 4月には、障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律（通称：障害者差別解消
法）の施行により、障害のある人への合理的配慮が具体
的に求められ 4 )、障害者のコミュニケーション支援も大
きく変貌の時期を迎えたといえる。
このように、法制度の改正等にともない、新たな事業
実施が可能になったとしても、新規事業が直ぐに実施さ
れることは、先行してのモデルケースが実施されている
自治体以外では極めて少ない。例えば、今般の意思疎通
支援事業の中で実施可能となる「失語症者向け意思疎通
支援者の養成事業」は、一部の自治体での独自事業から、
モデルカリキュラムの作成・モデル事業を経て、2018（平
成30）年度より、「専門性の高い意思疎通支援を行う者
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の養成研修事業」（都道府県事業）に追加されている 8 )。
このような具体的な方策の提示も大切であるが、それが
直ぐに効果を表すことになるのかは不明である。

2．目的

このような背景のもと、本調査では地域生活支援事業
等における日常生活用具給付事業と意思疎通支援事業を
中心に、各自治体のコミュニケーション支援に関する施
策の実施状況の照会を行い、従来型の例示されている施
策と、それ以外の新しい施策の実施状況の比較等を行う。
本稿においては、これらの調査のうち、意思疎通支援
事業等の人的支援に関する事業についての実施状況を整
理・検討するとともに、制度の適用例に関する先進的事
例を例示し、その拡充に必要な課題を明らかにすること
を目的とする。

3．方法

3. 1 対象および調査方法
全国の全ての基礎自治体（1741市町村および東京都特
別区）に対して、意思疎通支援に関わる地域生活支援事
業（意思疎通支援事業および日常生活用具給付事業等）
の実施状況を一括して照会した。
照会にあたっては、2017（平成29）年 9月20日付で調
査概要・結果の取り扱いに関する説明、回答用紙、返信
用封筒（料金受取人払い）を同封して送付した。なお、
回答上の便宜を図るために回答用紙はホームページから
のダウンロードを可能とした。なお、10月30日を期限と
したが、集計中に到着した回答も有効としている。

3. 2 調査項目
質問項目については、「地域生活支援事業等の実施に
ついて」（障発0801002号：平成18年 8 月 1 日、改正：平
成29年 9 月 7 日）を参考に、意思疎通支援事業等に関す
る事業等を選択した。（表 1参照）
ここで、市町村事業では、具体的な例に加えて、新た
な対象者についての対応状況や、広域連携、手話通訳者
を設置する事業については遠隔手話通訳サービスでの対
応等、通知の記載内容を最大限に利用することを想定
した。
そして、各事業に対して実施方式として、「市町村単
独の直轄で実施」「関連団体等に委託して実施」「他市町
村と共同実施」「都道府県で実施」（実施状況の把握や紹
介を想定）および、「検討中」「未実施」「その他（具体
的に記入）」の選択肢を設けて確認した。
なお、これ以外に、日常生活用具給付事業に関する項
目も照会しているが、本稿の対象範囲外であり、割愛
する。

表 1．照会する地域生活支援事業等
（ 1）市町村地域生活支援事業

（ 2）都道府県地域生活支援事業

4．結果

4. 1 集計概要
送付した1741自治体のうち、850件（48.8％）より回答
を得た。ただし、質問毎では未回答の場合もあり、各質
問の回答総数が850件ではない。自治体規模別での回答
状況は、表 2 に示す通り。ブロック別での回答状況は、
表 3に示す通り。なお、都道府県ごとの回答率について
は、最大：73.2％～最小：28.2％（標準偏差：0.1）であった。
なお、詳細な結果の一覧は付表 1～ 4にまとめる。

表 2．自治体規模別回答状況
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［必須事業］
意思疎通支援事業
［事業内容］
・手話通訳者（手話通訳士、手話通訳者を含む）、
要約筆記者を派遣する事業
・手話通訳者を設置する事業
・点訳、代筆、代読、音訳等による支援事業
（意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者
との意思疎通を支援）
［対象者］
聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高
次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通
を図ることに支障がある障害者等
日常生活用具給付事業（※本集計の対象外）
手話奉仕員養成研修事業

［任意事業］
奉仕員養成研修（点訳奉仕員、音訳奉仕員）
複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進

［必須事業］
専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、同・派
遣事業（手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員）
意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
事業（手話通訳者、要約筆記者）

［任意事業］
手話通訳者設置（福祉事務所等）
障害者 IT サポートセンター運営
パソコンボランティア養成・派遣
奉仕員養成研修（手話奉仕員、点訳奉仕員、音訳奉仕員）

総数 回答数 回答率
指定都市 20 10 50.00％
東京都特別区 23 22 95.70％

市 771 449 58.20％
町 744

369 39.80％
村 183
合計 1741 850 48.80％



表 3．ブロック別回答状況

4. 2 意思疎通支援事業（従来型の例示分）
「手話通訳者等の養成・派遣」は、指定都市・特別区
に関してはいずれも100％の実施（委託等を含む）であっ
たが、市部では養成：87.4％・派遣：98.4％、町村部で
は養成52.8％・派遣：88.4％となっていた。ここには、
手話奉仕員の養成を含んで回答している場合もある。
（後述の別事業として回答（全体で34件(4.0％））は、こ
こに含まない。）
「要約筆記者等の養成・派遣」は、特別区での養成は
23.8％にとどまる以外は、指定都市・特別区に関してい
ずれも100％の実施（委託等を含む）が、市部では養成：
57.1％・派遣：91.6％、町村部では養成26.3％・派遣：
67.8％となっていた。
全体としては、手話通訳より要約筆記の実施割合が低
く、養成割合は派遣割合を下回る。
また、自治体規模では都市部＞市部＞町村部の順で実
施割合が低く、ブロック別では、北海道・東北、九州・
沖縄での割合が低い。（付表 1(1)）

4. 3 意思疎通支援事業（新規の例示分）
手話通訳者の設置に替わる「遠隔手話通訳サービス」
は指定都市40.0％、特別区15.0％、市部9.6％、町村部
5.6％となっていた。ブロック別では大差なく、中国・
四国が11.0％～九州・沖縄が6.7％であった。
専門性の高い意思疎通支援の 1つとしての「盲ろう者
向け通訳等の養成・派遣」は、指定都市ではいずれも100％
の実施であるが、都道府県や共同実施としている場合も
ある。ブロック別では近畿での実施割合が高く（養成：
44.4％・派遣：49.0％）、全体としては、養成の実施割
合より派遣の実施割合が高い。
「失語症向け意思疎通支援者の養成・派遣」は全体と
しては、養成：3.2％・派遣：4.9％とどちらの実施割合
もまだ低い。他のメニューとの違いとして、都市部より
町村部の実施割合が高く、養成：4.6％・派遣：8.4％と
なっている。（付表 1(2)）

4. 4 意思疎通支援事業以外の事業等
都道府県事業である「障害者 IT サポートセンターの
運営」や「パソコンボランティアの養成・派遣」につい

ては、いずれも全体では 8％台の実施となっており、特
別区＞指定都市＞市部＞町村部の順に低くなっている。
ブロック別では、「障害者 IT サポートセンター」は、
関東・甲信越、中部の実施割合が高い。また、「パソコ
ンボランティアの養成・派遣」は中国・四国の実施割合
が高く、若干異なる。（付表 1(3)）

4. 5 意思疎通支援事業等（その他の自由記述等）
ここでは、小数意見等の紹介になるため、パーセンテー
ジではなく、実数を添えてまとめる。（付表 2）
「手話奉仕員の養成・派遣」は、養成：34件となって
いるが、従来メニューにおける「手話通訳者等」に含む
として回答していた自治体は、その他として回答してい
ないためここには含まない。
同じ聴覚障害者が対象の「手話（要約筆記）奉仕員／
要約筆記奉仕員」は併せて、養成： 5件・派遣： 1件の
み、「パソコン要約筆記者」は養成： 4 件・派遣なしで
あった。
視覚障害者を対象とするものでは、「点訳奉仕員」（養
成：21件・派遣：3件）、「点訳・朗読（音訳）奉仕員（養
成：13件・派遣： 2 件）、「朗読（音訳）奉仕員（養成：
15件・派遣： 1件）であり、一部では要綱に基づく奉仕
員ではなく員やボランティアの名称を用いている場合も
あった。
主として筋萎縮性側索硬化症等の神経筋疾患患者が対
象の「重度障害者入院時コミュニケーション支援」は全
体で23件の派遣実施はあるが、養成はない。
その他では、「代筆代読奉仕員」（養成： 2 件・派遣：
4件）、「読み書き情報支援員」（養成：2件・派遣：なし）
があったが、対象とする障害がどの程度拡大されたのか
は確認できなかった。また、「知的障害者等意思疎通支
援者」は養成：なし・派遣： 1件であった。

4. 6 今後の養成・派遣事業の拡大
現在できていない事業の拡大検討状況の確認におい
て、実施中（具体的検討中）、検討中（具体的でなくて
も検討が必要と考える事業）を合わせると、例示した、
神経筋疾患患者の意思確認の手段である「口文字等の読
み取りを行う支援者の養成・派遣」では、養成：58件・
派遣：60件が、また、「意思伝達装置の調整・指導者の
養成・派遣」では、養成：67件・派遣：68件が検討中で
あった。両者に共通して、町村部で検討中であるとの割
合が高い。また、ブロック別では、養成については、北
海道・東北、九州・沖縄で、派遣については、北海道・
東北で高い。（付表 3、4）
「知的障害者等意思疎通支援者派遣」、「代筆代読者の
養成」、「同・派遣」、「失語症向け意思疎通支援者の派遣」、
「盲ろう者向け通訳等派遣」、「点訳ボランティアの養成」、
「音訳ボランティアの養成」や、具体的でないが今後他
の自治体の状況等をふまえるなどして検討していくとさ
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れたものは各 1件あった。
また、従来型で都道府県や広域での実施例もある「手
話通訳者の養成」、「同・派遣」や「手話奉仕員の養成」、
「同・派遣」もいずれも 1 件であった。ここでは、離島
（遠隔地）で、現状の都道府県をはじめとする広域対応
だけでは対応できないので、基礎自治体でも自ら対応し
たいという注記もあった。

5．考察

5. 1 対象者別
① 手話通訳・要約筆記
手話通訳や要約筆記者等の養成・派遣とも、町村部等
で実施割合が低くなっていること、養成に比べて派遣の
割合が低いことから、都市部ではそれなりの人材の確保
ができるが、地方部ではその確保が困難であると考えら
れる。特別区で要約筆記者等の養成割合が低かったが、
実際は、東京手話通訳等派遣センターに共同委託で実施
しており 9 )、特別区の担当者では委託実施であるという
状況を十分に理解されていないことも考えられる。同様
のことは他の自治体においても起こりうるものであり、
担当者の理解不足がその普及の妨げになることも考えら
れる。
遠隔手話通訳サービスについて指定都市では実施割合
が高く、町村部で低いことは、地方部では手話通訳者の
不足も想定されるが、支所等が少ない（全て本庁対応）
等の理由で必要性が低いことも考えられる。
また、手話通訳より要約筆記の方での実施割合が低い
ことは、人材の確保の問題もあるが、負担が大きい支援
方法であるということもできる。「パソコン要約筆記者」
の養成例があるのは、新しい方式の要約筆記を取り入れ、
人材確保を検討しているものといえるがまだ十分ではな
いと考えられる。
② 失語症向け意思疎通支援
「失語症向け意思疎通支援者の派遣」は、手話通訳や
要約筆記と傾向が異なり、町村部の実施割合が高くなっ
ていた。これは失語症の原因の 1つである脳梗塞等の脳
血管疾患を発症しやすい高齢者の割合が 6 )、市部より高
いことが関連しているといえる。
このような町村部では、手話通訳等の人材も不足して
いることから、ニーズはあっても対応が困難になること
が想像できる。今般、養成カリキュラムがまとまるとと
もに 8 )、平成30年度から地域生活支援事業実施要綱にお
いて専門性の高い意思疎通支援の 1つに明示されたこと
から、その普及状況を継続的に確認することで、今後の
新規事業の拡大の可能性を伺うことにもつながる。
③ 難病患者との意思疎通支援
これは「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の
入院中における意思疎通支援事業（地域生活支援事業）
の取扱いについて」（平成28年 6 月28日障企発0628第 1

号、障害保健福祉部企画課長通知）に基づき、入院中に
おいても入院先医療機関と調整の上で、当該患者との意
思疎通支援に精通したヘルパーを派遣できる制度であ
る。この時に用いる手段の 1 つが口文字であり、「口文
字等の読み取りを行う支援者の養成・派遣」が必要と想
定できる。そうすると、専門性の高い意思疎通支援に位
置づけることも考えられる。
しかし、当該患者との意思疎通支援に精通ということ
を考えたとき、スキルがあることも要求されるが、当該
患者の特徴などを理解していることも重要である。そう
すると、不特定多数の支援者の養成を行う必要性は、必
ずしも高くないと考えることもできる。その場合、医療
職やヘルパー等のように、対象患者が関わるわる可能性
が高い専門職・支援者において、口文字等の習得を含め
て、介護・看護従事者に対しても、多様なコミュニケー
ションスキルの獲得の指導が必要になると考えられる 3,5 )。
しかしながら、人材不足から人的支援にも限界がある
ことは手話通訳や要約筆記の回答からも明らかであり、
逐次的な支援ではなく、自律的に意思疎通が可能となる
意思伝達装置の利用も検討しなければならない。ここで
「意思伝達装置の調整・指導者の養成・派遣」に関する
検討状況は、「口文字等の読み取りを行う支援者の養
成・派遣」より若干多かったことから、その拡大に期待
したい。しかし、これについても、それを専門とする人
材の確保は、対象者が希少なことから困難であるといえ、
身体評価を行う医療職や、装置を納入する事業者に対し、
一定のスキルを求めるような講習から始めて、そのノウ
ハウの普及を期待することが、現実的な方法と考えら
れる。
④ 発達障害・その他の意思疎通支援
これらについては、十分な回答が得られなかったが、
代筆代読や読み書き情報支援のような内容は、視覚障害
のみならず、読みが困難である発達障害（識字障害）、
書きが困難である肢体不自由、発達障害（書字障害）な
どの活動制限にも適用できるともいえる。しかし、発達
障害とされていても、そのものが身体障害や知的障害に
該当しないことで、障害者を対象とする制度（事業）の
対象から漏れてしまうことも懸念される。
また、知的障害者等意思疎通支援者は、自治体の委員
会に知的障害者の参加を求める際に、その理解の補助や
発言機会を保障するための支援を行うものであるとされ
ていたことから、行政側における合理的配慮といえ、障
害者差別解消法の趣旨もふまえて、既存の事業を拡充す
ることも含めて検討していくことが重要と考えられる。
なお、これらが、十分に検討されていない背景として
は、まだ新しい対象者であるため検討が開始されないこ
ともあるといえるが、要綱の中では対象であるとされな
がらも具体的な適用範囲や内容が例示されていないこと
が要因の 1つと考えられる。
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5. 2 対応状況の自治体差
今回の調査結果は、自治体規模別での比較と、ブロッ
ク別での比較を行った。ブロック別では、北海道・東北
で町村部の割合が高く、関東・甲信越では町村部の割合
が低いといった差があることから、自治体規模に応じた
差をブロック別でも見られた。
全体的にみれば、町村部は既存事業である従来型の事
業は実施していても、新規事業はあまり実施していない
ことが多い。これは、人材が不足するというコメントが
添えられている自治体もあったが、財政等も含めた自治
体の体制構築状況の影響もあると考えられるため、具体
的な例示や要綱等の参考資料がなければ判断に困惑して
いることも考えられる。
一般的に、町村部では都道府県内の市部を、市部は同
一ブロック内の指定都市や中核市を参考にすることも多
い。そのようなことから、ブロック単位でモデル事業を
行って、波及につなげることも有効な手続きになると考
えられる。

6．まとめ

意思疎通支援事業等（人的支援関係）は、聴覚、言語
機能、音声機能、視覚の各障害に加えて、失語、知的、
発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、
意思疎通を図ることに支障がある障害者等が対象になっ
た。しかしながら、現状では、視覚、聴覚等の従来から
の対象者に関するものが多い。新規対象については、ま
だ実施されている事業はごくわずかであり、考察に例示
した先進的事例といえるものは、限定的な読み書き支援
や、知的障害者等意思疎通支援等であった。
事業の拡充と普及の足掛かりとしては、2018（平成30）
年度から地域生活支援事業実施要綱において専門性の高
い意思疎通支援の 1つに明示された失語症向け意思疎通
支援のように、先行事例の発掘とモデル事業を通しての
カリキュラム検討も有効といえる。そのうえで、事業の
充実のためには、具体的な例示も必要であり、厚生労働
省から発出される通知や事務連絡等で積極的に事業とし
て実施を推奨していくことが望まれる。
しかしながら、人材養成については、町村部では人口
減少や高齢からの人材不足対応も課題となり、都道府県
を中心とした広域支援・連携や、手話通訳者と手話奉仕
員の区分のようなカリキュラムでの段階的な支援者養成
が必要である。また、離島や遠隔地では、地域の実情に
応じて、遠隔手話通訳サービスを拡充させた携帯電話（ス
マートフォン）の動画通信を利用のような ICT 機器の
活用を含めた、人的支援を物的支援の補完関係の構築も
今後の課題といえる。
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Status of Implementation of Communication Support Services under
the Comprehensive Services and Supports for Persons with Disabilities Act

Tamotsu IMURA

Abstract：Ministry of Health, Labour and Welfare revised the outline of community living support services in
FY 2016, and the category of communication support services to be provided as mandatory services by local
governments was expanded. However, the status of implementation of these changes is unknown. Data on the
implementation status were collected from representatives of all local governments (n=1741); responses were
received from 850 respondents (48.8%). The implementation of existing services was high in cities (including
cabinet order designated cities), but it was low in towns/villages. The implementation of new services was
limited to some basic local governments, with higher implementation in cities rather than towns/villages.
However, the implementation of communication support services for aphasia was higher in towns/villages.
Considering the lack of human resources training and dispatch in support services, participants reported that the
poor implementation of the services could be attributed to the shortage of talented professionals. Thus, the
implementation of communication support services could be facilitated by support from prefectural governments
to improve cooperation among local governments. There is a need to develop human resources by developing a
standard training curriculum. It is also important to develop complementary support system relationships
between human support and assistive devices/products, including the utilization of ICT equipment, to
compensate for the shortage of talented professionals in remote areas.

Keywords：Communication Support Service, Act on Comprehensive Services and Supports for Persons with
Disabilities, Aphasia, Intractable Neurological Disease, Developmental Disorders
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